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北庄内合併協議会資料（第４小委員会資料） 
協定項目７ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて  協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 

（１） 新市に１つの農業委員会を置く。 
（２） 市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、１市３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、新市設置の日から２か月以内の間、引き続き新市の農業委員会の選挙

による委員として在任する。 
（３） 農業委員会等に関する法律第７条第１項の規定による新市の農業委員会の選挙による委員の定数は、３０人とする。 
（４） 新市においては、農業委員会等に関する法律第１０条の２第２項に規定する選挙区を設けることとし、各選挙区及び定数は次のとおりとする。 

酒田市の区域は、５選挙区で定数１９人とする。 
八幡町の区域は、１選挙区で定数４人とする。 
松山町の区域は、１選挙区で定数３人とする。 
平田町の区域は、１選挙区で定数４人とする。 

 
 
○庄内北部地域農業委員会等の現況 
 酒田市 八幡町 松山町 平田町 １市３町合計 

人口 １０１，３１１人 ７，３９５人 ５，６７６人 ７，２３２人 １２１，６１４人

行政面積 １７５．８４ｋ㎡ ２０４．７６ｋ㎡ ４２．９２ｋ㎡ １７９．２２ｋ㎡ ６０２．７４ｋ㎡

世帯数 ３３，７７１戸 １，９４０戸 １，４３９戸 １，９３６戸 ３９，０８６戸

農家数[基準農業者数] ３，０９８戸 ６４２戸 ５１５戸 ７４１戸 ４，９９６戸

農業就業人口 ５，１１７人 ７８２人 ５６１人 ８３３人 ７，２９３人

農地面積 ８，１３２ha １，２２５ha ９８８ha １，３０１ha １１，６４６ha

 うち田の面積 ７，１２５ha １，１２３ha ８９２ha １，２３１ha １０，３７１ha

選挙人名簿登録者数(H16.1.1 現在) ６，２１４人 ２，０９３人 ２，０５９人 １，９５９人 １２，３２５人

60 日以上農業従事者数 ４，８６４人 ６５９人 ３８４人 ６２７人 ６，５３４人

選挙による委員の定数基準 ３０人以下 ２０人以下 ２０人以下 ２０人以下 ３０人以下

選挙による委員の条例定数 ２５人 １３人 １０人 １５人 ６３人

選挙による委員数 ２５人 １３人 ６人 １５人 ５９人

農協推薦 ２人 １人 １人 １人 ５人
１号委員 

共済推薦 １人 １人 １人 １人 ４人

農委法 

第 12 条 

(選任委員) ２号委員 議会推薦 ３人 ２人 １人 １人 ７人

委

員

数 

合 計 ３１人 １７人 ９人 １８人 ７５人

選挙区 ５選挙区 １選挙区 １選挙区 １選挙区 ８選挙区

平成 16 年 3 月 26 日から 平成 14 年 7 月 20 日から 平成 16 年 4 月 1 日から 平成 15 年 7 月 20 日から  
任 期 

平成 19 年 3 月 25 日まで 平成 17 年 7 月 19 日まで 平成 19 年 3 月 31 日まで 平成 18 年 7 月 19 日まで  

会長 ９９，０００円（月額） ３０３，０００円（年額） ３００，０００円（年額） ３０１，０００円（年額）  

会長職務代理者 ５０，０００円（月額） ２５３，０００円（年額） ２４８，０００円（年額） ２６０，０００円（年額）  

部会長 ４８，０００円（月額） － － －  

部会長職務代理者 ４３，０００円（月額） － － －  

報酬額 

委員 ４０，０００円（月額） ２４５，０００円（年額） ２４５，０００円（年額） ２４５，０００円（年額）  

 ※人口及び世帯数は、平成１２年国勢調査による。農家数、農業就業人口、農地面積及び６０日以上農業従事者数は、２０００年世界農林業センサスによる。 
 ※委員数は、平成１６年６月１日現在の委員数。 
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 ○新市の農業委員会の委員の定数及び任期の選択肢 

選挙による委員の取扱い 
区   分 

選任方法 定  数 任  期 根拠法令 

選任による 

委員の取扱い 
備  考 

原則① 
新たに選挙する 

（合併の日から 50日以内） 

政令で定める基準（30

人以下）に従い、条例で

定める数 

3 年 

農委法第 3条第 1項 

農委法第 7条第 1項 

農委法第 15 条 1 項 

農委法令第 2条の 2 

新たに選任する 

合併市町の区域に１つの農業委員会を置

く場合 

特例① 

引き続き在任。ただし、合併関係市町の選挙に

よる委員の数が右記の定数を超えるときは、こ

れらの者で互選する 

合併関係市町の協議に

より、80 を超えない数

(※1) 

合併後 1 年を超え

ない範囲で協議で

定める期間 

農委法第 3条第 1項 

合併特例法第 8条第 1・2項 
新たに選任する 

原則② 
各委員会ごとに新たに選挙する 

（合併の日から 50日以内） 

各委員会ごとに、政令で

定める基準（30 人以下）

に従い、条例で定める数

3年 

農委法第 3条第 2項 

農委法第 7条第 1項 

農委法第 15 条 1 項 

農委法令第 1条の 3 

農委法令第 2条の 2 

新たに選任する 従前の市町に置か

れた区域を区域と

しない農業委員会

を置く場合 

特例② 

引き続き在任。ただし、各委員会ごとの合併関

係市町の選挙による委員の数が右記の定数を

超えるときは、これらの者で互選する 

合併関係市町の協議に

より、80 を超えない数

(※1) 

合併後 1 年を超え

ない範囲で協議で

定める期間 

農委法第 3条第 2項 

農委法令第 1条の 3 

合併特例法第 8条第 3項 

新たに選任する 

合併市町の区域を

分けて２つ以上の

農業委員会を置く

場合 

従前の市町に置か

れた区域を区域と

する農業委員会を

置く場合 

特例③ 
従前の市町の委員会は、それぞれ新市の委員会

となって存続し、委員もそのまま在任する 
従前の定数 

従前の各委員会の

委員の任期 
農委法第 34 条第 1項 

従前の選任による委

員は、それぞれ新市

の委員会の委員とな

って在任する 

(※1)欠員を生じ、又は委

員がすべていなくなった

ときは、これに応じて、そ

の定数は農業委員会等に

関する法律第7条の定数に

至るまで減少する（合併特

例法第 8条 2項） 

 

 

（参考） 

２つ以上の農業委員会

を置く場合の要件 

 

 

区域の面積が 24,000ha

を超える市町村又は区域

内の農地面積が7,000haを

超える市町村（農委法第 3

条第 2項） 

法令名：農委法＝農業委員会等に関する法律  農委法令＝農業委員会等に関する法律施行令  合併特例法＝市町村の合併の特例に関する法律 
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  ○ 新設合併による主な行政委員会の取扱い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  

  ○主な事務処理件数の実績                                  （単位：件） 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特に申請件数の多い月は、3月、9月、11 月となっている。   

職 名 合併後の対応（正規の委員が選出・選任されるまでの間の対応） 

農業委員 原則５０日以内に選挙。在任特例制度あり。 

教育委員 職務執行者が臨時に選任する委員で暫定教育委員会を設置。 

 教育長 職務執行者により臨時に選任された教育委員の互選により選任。 

選挙管理委員 合併関係市町の選挙管理委員であった者の互選による委員で暫定選挙管理委員会を設置。

監査委員 職務執行者が選任するのは適当でないため不在。（議会がない場合は、同意もできない。）

固定資産評価審査委員 職務執行者が選任する委員で暫定固定資産評価審査委員会を設置。 

 酒田市 八幡町 松山町 平田町 合 計 

平成 14 年度事務処理件数 1,178 444 185 593 2,400

農地法関係 537 332 51 428 1.348

農業経営基盤強化促進法関係 497 83 116 149 845

 

その他証明発行・照会 144 29 18 16 207

平成 15 年度事務処理件数 984 172 131 168 1,455

農地法関係 539 59 40 57 695

農業経営基盤強化促進法関係 371 100 70 82 623

 

その他証明発行・照会 74 13 21 29 137

 

所管部会・分科会  農林水産部会 農業委員会分科会 
 

【農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いにおける留意点】 

原則では、農業委員会の設置の日から５０日以内に一般選挙を行うことになり、この間は、

農業委員は１人もおらず、他の行政委員会のように暫定委員会の設置もできないため、農地

法処理関係の事務ができないことになる。 

さらに、農業委員会の事務局職員についても、農業委員会が任命することになっており、

この期間中は、農業委員会職員も存在せず、農業委員会に属するいかなる事務も公式には行

うことができない事務の空白期間ができることになる。 

なお、農地法関係事務については、農業委員会の設置義務のある農地面積９０ヘクタール

を超える市町村の場合は、市町村長が行うことは認められていない。 

 また、農業委員会が行っている各種証明事務についても、証明内容に関連することが多い

農地法等の許可権者でない市町村長が代行することは適切ではない。 

 [主な証明] 

  ・農地の競売の買受適格証明（農地の競売公売に参加する場合に必要。） 

  ・耕作証明（他市町村で農地を取得する場合や外国人在留資格申請等の場合に必要。）

  ・引き続き農業経営を行っている証明（納税猶予の適用を受ける場合に必要。） 

 

 

【主な定期的業務】 

１．農地法に基づく許可申請 
２．農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の申し出 
３．証明書の発行 
４．現況確認 
５．嘱託登記 
６．農地法４条､５条の届出受理 
７．農業者年金裁定請求、及び各種届出 
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○庄内北部地域農業委員会等の合併後の状況 

① 農業委員会の委員の定数及び任期 

項  目 在任特例適用期間（合併の日から２ヶ月以内） 在任特例適用期間終了後（翌日から３年間） 

選挙による委員の定数基準 ８０人を超えない数（特例） ３０人以下 

選挙による委員の数 ５９人（Ｈ16.6.1 現在の委員数） ３０人（条例定数） 

区 域 酒田市 八幡町 松山町 平田町 酒田市 八幡町 松山町 平田町 

定 数 ２５人 １３人 ６人 １５人 １９人 ４人 ３人 ４人  内訳 

選挙区 ５選挙区 １選挙区 １選挙区 １選挙区 ５選挙区 １選挙区 １選挙区 １選挙区 

農協推薦 ２人（各農業協同組合より１人） ２人（各農業協同組合より１人） 

共済推薦 １人 １人 
１号委員 

土地改良区

推薦 
１人 １人 

農委法 

第 12 条 

(選任委員) 

２号委員 議会推薦 ４人以内 ４人以内 

委

員

数 

合 計 ６４人 ～ ６７人 ３５人 ～ ３８人 

注１：委員数の選任委員は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、内容が変更されている。 
 
 
 

 ② 選挙区（在任特例適用期間終了後） 

項  目 酒田市 八幡町 松山町 平田町 １市３町全体 

選挙区数 ５選挙区 １選挙区 １選挙区 １選挙区 ８選挙区

農家数[基準農業者数] ３，０９８戸 ６４２戸 ５１５戸 ７４１戸 ４，９９６戸

農地面積 ８，１３２ha １，２２５ha ９８８ha １，３０１ha １１，６４６ha

定 数 １９人 ４人 ３人 ４人 ３０人

農家数[基準農業者数] ６２０戸 ６４２戸 ５１５戸 ７４１戸 ６２５戸

農地面積 １，６２６ha １，２２５ha ９８８ha １，３０１ha １，４５６ha
１選挙区平均 

定 数 ３．８人 ４人 ３人 ４人 ３．８人

 注１：選挙区を設ける場合は、全ての選挙区につき、その区域内の農地面積が 500ha 以上となるか、又は基準農業者数が 600 以上となるようにしなければならない。（農業委員会等に関する法律施行令第十条の二第二項） 
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